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○
内
閣
府
告
示
第

号

人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
及
び
人
工
衛
星
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
号
）
第
九
条
の

二
第
一
項
に
基
づ
き
、
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
金
額
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
及
び
人
工
衛
星
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
九
条
の
二
第
一
項
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
金

額
は
、
同
項
の
人
工
衛
星
の
打
上
げ
が
、
Ｈ
２
Ａ
２
０
２
を
用
い
て
種
子
島
宇
宙
セ
ン
タ
ー
の
吉
信
大
型
ロ
ケ
ッ
ト
第
１
射
点
か

ら
行
わ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
六
十
億
円
と
し
、
Ｈ
２
Ａ
２
０
４
を
用
い
て
種
子
島
宇
宙
セ
ン
タ
ー
の
吉
信
大
型
ロ
ケ
ッ
ト
第
１

射
点
か
ら
行
わ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
八
十
四
億
円
と
し
、
イ
プ
シ
ロ
ン
ロ
ケ
ッ
ト
を
用
い
て
内
之
浦
宇
宙
空
間
観
測
所
の
М
型

ロ
ケ
ッ
ト
発
射
装
置
か
ら
行
わ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
三
十
億
円
と
し
、
Ｈ
３-

３
０
を
用
い
て
種
子
島
宇
宙
セ
ン
タ
ー
の
吉
信

大
型
ロ
ケ
ッ
ト
第
２
射
点
か
ら
行
わ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
六
十
九
億
円
と
し
、
Ｈ
３-

２
２
を
用
い
て
種
子
島
宇
宙
セ
ン
タ
ー

の
吉
信
大
型
ロ
ケ
ッ
ト
第
２
射
点
か
ら
行
わ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
九
十
九
億
円
と
し
、
Ｈ
３-

２
４
を
用
い
て
種
子
島
宇
宙
セ
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ン
タ
ー
の
吉
信
大
型
ロ
ケ
ッ
ト
第
２
射
点
か
ら
行
わ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
百
三
十
五
億
円
と
し
、
カ
イ
ロ
ス
を
用
い
て
ス
ペ
ー

ス
ポ
ー
ト
紀
伊
の
射
点
か
ら
行
わ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
二
十
四
億
円
と
す
る
。


